
参考１ 

 
参照条文 

 
労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）（抄） 

（事業者の講ずべき措置等） 

第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければな

らない。 

 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 

 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 

 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 

 四 排気、排液又は残さい物による健康障害 

 

労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）（抄） 

（温湿度調節） 

第六百六条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがある

ものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければな

らない。 

 

（熱中症を生ずるおそれのある作業） 

第六百十二条の二 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症

を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が

熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑い

があることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる

体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければなら

ない。 

２ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれ

のある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身

体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症

状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、

当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知

させなければならない。 

 

（休憩設備） 

第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設け

るように努めなければならない。 

 

（有害作業場の休憩設備） 

第六百十四条 事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気

又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の

設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることが

できないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。 



 

 

（発汗作業に関する措置） 

第六百十七条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるた

めに、塩及び飲料水を備えなければならない。 


